
議案第 8号

橋本市公告式条例の一部を改正する条例について

橋本市公告式条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり定めたいの

で、議会の議決を求める。
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橋本市公告式条例の一部 を改正す る条例

橋本市公告式条例 (平成 18年橋本市条例第 3号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分であ

る 。

‐
頓
一―

改正前

(条例の公布 )

第 2条 条例 を公布 しようとするときは、公布の旨の前文及び年月 日を記

入 して、その末尾に市長が署名 しなければならない。

2 条例は、次に掲げる掲示場に掲示 して公布す る。

Ⅲ 橋本市符所揚禾場 橋本市 東家一丁 目 1番 1号

2)橋 本市役所高野口揚示場 橋本市高野口町名倉 1028番地の 1

1r

(

(規則に関す る準用 )

第 3条 前条の規定は、規則に準用す る。

(規程の公表 )

第 4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表 しようとするときは、

公表の旨の前文k年月日及び市長名を記入して市長 印 を押 さなけれ ばな

らない。
2 第 2条第 2項の規定は、前項の規程に準用する。

(そ の他の規則及び規程の公表 )

第 5条 第 2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定

める規則で公表を要するものに準用する。この場合に帝いて、同条中
「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表すると」と読み替

えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用す

る。この場合において、同条第 1項中「市長名」とあるのは「当該機関

名又は当該機関を代表す る者 I》 、 「市長 印 |と あ るのは 「当該機 関印

又は当該機関を代表す る者の印Jと 読み替えるもの とす る。

改正後

(条例の公布 )

第 2条 条例 を公布 しようとす るときは、公布の旨の前文及び年月 日を記

入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公 布 は、市符所 内の揚示場 に揚示 して行 うn

3 電磁 記 緩 に 止り久大例を公布す る場合 ,■ 、前電の規庁にかかわらず、

市 のホー ムペ ー ジ に設 置 した揚 示場 に掲 示 して行 う6

(規則

第 3条
の公布 )

士目目II歩 公布 1´ ■う>十 る》☆は、公布の旨の前文、年月 日及び市

長名を記入 しなければならない。
, 前 条 箪 2 工百飛び常 3電の奏耳宰は、規則に準用す る6

(規程の公表 )

第 4条 規則 を除 くほか、市長の定める規程を公表 しようとす るときは、

公表の旨の前文 (年月 日及び市長名 を記入 しなければならない。

2 第 2条第 2項及び第 3頂の規定は、前項の規程に準用す る。

(そ の他の規則及び規程の公表 )

第 5条 第 3条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要す るものに準

用す る。 この場合において、同条中「市長名」 とあるのは、 「当該機関

又は当該機関を代表する者の名」 と読み替えるもの とす る。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用す

る。 この場合において、同条第 1項中 「市長名」 とあるのは 「当該機関

名又は当該機関を代表す る者の名」 と読み替えるもの とす る。



附 則

(施行期 日)

1 この条例 は、令和 5年 1月 1日 分 ら施行す る。

(橋本市職員の給与に関す る条例の一部改正 )

2 橋本市職員の給与に関する条例(平成 18年橋本市条例第62号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中

下線の部分である。

―
頓
Ｎ
Ｉ

3

(橋本市税条例の一部改正 )

橋本市税条例 (平成 18年橋本市条例第 70号)の一部を次のよ うに改正す る。 なお、改正部分は、次の表 中下線 の部分である。

改正前

(期末手当の支給の一時差止め)

第 19条の 3 略

2 略

3 前項の規定によリー時差止処分を行 う旨の通知をす る場合において、

当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れない ときは、通知をすべ

き内容 を橋本市公告式条例 (平成 18年橋本市条例第 3号 )第 2条第 2項

に規定す る掲示場に掲示す ることをもつて通知に代 えることができる。

こ?毛寡系雪象二毎≧こえ塚霰堂吾]史
g署冠当蓬&琵暇廊警塚基手Γ

4～ 8 略

改正後

(期 末手当の支給の一時差止め)

第 19条 の 3 略

2略

とみなす。

4～ 8 略

改正前

第 18条  法第 20条の 2

成 18年橋本市条例第

の規定による公示送達は、橋本市公告式条例 (平

3号)第 2条第 2項に規定する掲示場に掲示 して行

(公示送達 )

改正後

(公示送達 )

第 18条  法第 20条 の 2の規定による公示送達は、橋本市公告式条例 (平

3号)第 2条第 2項及び第 3項に規定す る掲示場成 18年橋本市条例第



うものとする。に掲示 して行 うもの とする。

―
銅
ω
ｌ


